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学校における危機管理 

 

－はじめに－ 

 このマニュアルは，学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので，危機が発生した場合の

対応に当っては，その場に応じた適切な対応をしていくことが重要である。また、本危機管理マニュアルは、毎年、

改訂のための検討を継続していくものとする。 

 

１．学校における危機管理 

 (1) 危機管理対応の基本的事項 

  ① 生命尊重を第一義として進める。 

  ② 生徒や保護者，関係者の心情を考慮し，誠意と責任をもって対応に当る。 

  ③ 事件・事故等について，時系列の記録（発生の場所，時刻，原因，対処等）を詳細に取る。 

  ④ 外部等に連絡・広報する場合は，虚偽の報告，真相を隠蔽することは絶対しない。 

  ⑤ 関係者の基本的人権を尊重した対応をする。 

  ⑥ 指導や説明等を行う場合は，複数で対応する。 

  ⑦ 実態や原因を究明し，再発防止に向けた取り組みを検討し，実践する。 

  ⑧ 報道機関への対応は，校長（副校長・教頭）に一本化する。 

 

 (2) 報道機関への対応の留意事項 

  ① 校外への対応は校長（副校長・教頭）とし，一本化して当る。 

  ② 教育委員会との連携を密に図る。 

  ③ 絶対に予想や憶測で話さず，事件・事故等の経緯や対応の事実関係のみを話す。それぞれの段階で明確 

でない事項については，「現在，事実関係を調査中である」ことを伝え，「多分，・・・のはず」といったような 

回答は絶対してはいけない。 

  ④ プライバシー保護の観点から，生徒，保護者，家族等の氏名・住所等の公表は原則として行わない。 

  ⑤ 発生した事実は冷静に受け止め，言い訳や責任回避となるような発言は厳に慎む。 

  ⑥ 関係者を誹謗中傷するような言葉や差別的な用語については，特に気を付ける。 

  ⑦ 取材の申し込みがあった場合には，相手の氏名，部署，担当記者名，連絡先を必ず聞くとともに取材の 

目的，内容，日時を確認しておく。 

  ⑧ 取材の申し込みが多い場合には，公平に情報を提供する意味からも，教育委員会と連携を図り，記者会見 

を開くなどの形で対応する。その際，会見場所，時刻等は，学校運営が混乱しないよう考慮した上で行う。 

 

 

危機管理対応のポイント(さしすせそ) 

 

  さ － 最悪を想定して 

 

  し ― 信頼回復を目指して 

 

  す ― 速やかに早期対応 

 

  せ ― 誠意をもって 

 

  そ ― 組織的な取り組み 

 

 

 

 



 2 

 
 

                                 都城泉ヶ丘高校・附属中学校 

事故・災害発生 

 

 

教職員が現場にいた場合  通報による場合 

                                 ※交通事故の場合は，警察署に行き 

                                  現場検証に立ち会う時もある。 

                                   

                                

校長・副校長・教頭・

事務長・関係職員に

連絡する 

 応急処置 

養護教諭・学級担任・発見者 

 
軽症と判断される場合には，授業を

受けながら様子を観察する。 

 

 

現場確認  保護者に連絡(担任)  病院等に連絡 

 ①いつ          ①事故者の収容病院の了解を得る         ※緊急を要する場合には 

 ②どこで         ②応急処理済みのことを伝える           救急車を要請 

 ③誰が          ③事故の程度，状況について話す         （意識不明・出血多量・ 

 ④どうして        ④病院へ来て頂くことを依頼            頭部腹部打撲・その他） 

 ⑤何が原因で        （健康保険証を持参）             ◎付き添い 

 ⑥どの部位を       ⑤保護者不在の時は勤務先に連絡         （養護教諭・教諭等） 

 ⑦どうなったか                              ◎救急車・タクシー 

  

病院(治療) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

校長・副校長・教頭・事務長・生徒指導部長へ連絡 

                

           ①生徒の安全と避難を第一に考える。 

           ②複数で対応する。 

           ③相手の出方を見る。無理をしない。 

           ④応援を求め，非常時は警察への連絡 

            を急ぐこと。 

 

関係機関への連絡（県教委・警察署・消防署

等） 

 

 

 

 

事故・問題等発生時の対応 

保護者と共に，診断結果を医師より 

聴取し，指示を受ける。保護者不在 

の場合は，治療後に説明し，了解を 

得る。 

不審者侵入の対応 

①学校へ帰る 

②自宅へ帰す 

③入院する 

 独立行政法人日本スポ 

ーツ振興センター手続 

きについて説明する。  

校長・副校長・教頭・事

務長・関係職員に 

報告する。 
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◎教職員のとるべき対応 

 ①事故者の状態や程度を確認するとともに，精神的な安定を与えるようにする。 

 ②直ちに実施可能な応急処置を行う。 

 ③すぐに他の職員の応援を求め，管理職等と連携を図る。（副校長・教頭・事務長・養護教諭・担任） 

 ④判断や処置は，細心の注意を払って速やかに行う。 

 ⑤病院で手当を受ける際には，事故発生時の状況を詳細に説明する。 

 ⑥事故車の保護者が到着するまでは、必ず職員が付き添う。 

 ⑦報告は，正確・詳細かつ迅速に行う。 

 

◎学校のとるべき対応 

 ①危機管理マニュアルに基づいて対応する。 

 ②必要に応じて，救急車を要請するか，その他の方法で事故者の搬送をする。 

 ③他の生徒が放置されることのないように適切な指示・指導を与える。 

 ④事故者や保護者に対して誠意をもって対応する。 

 ⑤事故の原因や問題点を明確にし，その反省に基づき全教職員の共通理解を得て，同様の事故が再び 

  発生しないよう，安全管理・安全指導・安全対策について検討し，その徹底を図る。 

 

◎緊急時の連絡先 

 ①救急車（１１９番）…… 学年，氏名，性別，傷病の概略，校内への進入経路と場所の指示。 

 ②病院  …………………… 学年，氏名，性別，傷病の概略，すぐ診てもらえるか。 

学 校 医  

内 科 柳田クリニック ２２－４８６２ 

 横山病院 ２２－２８０６ 

眼 科 永吉眼科 ２２－１５３０ 

歯 科 安富歯科医院 

永井歯科医院 

２２－４１１８ 

２２－１０８０ 

耳鼻科 西浦耳鼻咽喉科 ２２－０７１５ 

薬剤師 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ

(東) 

２７－５２６５ 

 ③タクシー …… 生徒の事故で，すぐ来てくれるかどうか。校内への進入経路と場所の指示。 

 ④保護者 ……… いつ・何をしていて，傷病の状況（本人の意識の有無：伝えた方が安心する場合）， 

         病院名（救急車搬送で病院名が分からない場合は，その旨），保険証。 

 ⑤関係諸機関       タクシー 

都城市消防署 ２３－２１２５  宮交タクシー ２２－１０１０ 

都城警察署 ２４－０１１０ 中央タクシー ２３－１２３０ 

  県教育委員会（市外局番 ０９８５） 

高校教育課 

ＦＡＸ 

高校教育・学力向上担当 

２６－７０３３ 

２６－０７２１ 

２６－７０３３ 
 

義務教育課 

ＦＡＸ 

義務教育・学力向上担当 

２６－７２３９ 

２６－０７２１ 

２６－７２３９ 

 

人権同和教育課 

     ＦＡＸ 

生徒指導・安全担当 

２６－７２５２ 

３２－４４７６ 

２６－７２３８ 

 

 

⇔生徒の事故・非行 

教職員課 

 

     ＦＡＸ 

２６－７２４０ 

４４－４７１５ 

２８－２７５７ 

⇔教職員の事故等 

財務福利課 

 

     ＦＡＸ 

２６－７２３５ 

２６－７２３６ 

２０－１１６４ 

⇔学校施設等 

学校近くの病院  

小牧病院 ２４－１２１２ 

寺本整形外科病院 ２２－１１７１ 

橘病院 ２３－７２３６ 

都城医療センター ２３－４１１１ 

セクシュアル・ハラスメントお

よびパワーハラスメントへの

対応 

セクシュアル・ハラスメント 

相談員 

 

校長・総括教頭・教頭・事務長 

職 員：中・高教務主任 

    中・高養護教諭 

保護者：ＰＴＡ会長・副会長 
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学校管理下における重大事故発生時の緊急体制 

                  （要約版）        都城泉ヶ丘高等学校・附属中学校 

 

             

               

  

             

 

             事実確認 

               

 

                   報告 

           連絡   説明                報告 

             

             

               指示 

                     連絡 説明 送院     報告 

                         (タクシー) 

 

           

              救急車 

 

 ※原則として，負傷者を病院へ運ぶために，自家用車は使用しない。 

 ※特別な事故の場合：関係機関及び報道機関との窓口は，校長（副校長・教頭）とする。 

 

 

 

緊急時の生徒移送について 

  移送については，学校が責任をもって処理する。（職員が同行し，交通費は学校負担） 

  【骨折や意識不明など，学校で処置不可能な事故が起きた場合】 

   ①学校から医療機関への移送 

    ア）生徒の状況から急を要すると判断したら，救急車を要請する。 

    イ）救急車の要請が必要ないと判断された場合は，タクシーで移送する。 

   ②医療機関から学校への移送 

    ※タクシーで移送する。 

   ③医療機関（学校）から自宅への移送 

    ※保護者に迎えに来てもらう。または，個人負担のタクシー利用 

 

 

 

早退時の生徒移送について 

  宅送については，学校は責任をもたない。（保護者責任・自己負担） 

  【就学困難になり，自宅で休養させたほうが良いと担任及び養護教諭より判断された場合】 

    ア）自宅へ連絡をとり，迎えに来てもらう。 

    イ）保護者不在の場合は，緊急連絡先まで連絡し，迎えに来てもらう。 

    ウ）何らかの理由で保護者が迎えに来られない場合は，保護者と相談して決める。 

 

 

 

 

校  長 

総括教頭・教頭 

保健主事 

 

保健室 養護教諭 

学年主任 

担   任 

 

保 護 者 

 

(発見者) 

事故発生 

教育委員会 

事 務 長 

(事 務 室) 

医 療 機 関 
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 緊 急 連 絡 先  

※Ｒ６年度版 住     所 ＴＥＬ番号 

都城泉ヶ丘高校 都城市妻ヶ丘町27街区15号 ０９８６－２３－０２２３ 

校    長 篠田 俊彦 宮崎市宮崎駅東3丁目4-15 ０９０－5477－2476 

総 括 教 頭 黒木 孝 宮崎市宮脇町85-11 ０９０－2717－2211 

高 校 教 頭 白羽根 修 宮崎市桜町８－１ 090-7479-5464 

中 学 教 頭 大峯 隆史 都城市早水町4503-104 ０９０－3415－7904 

定時副校長 堀切 茂 三股町蓼池３６１９－１７ 090-8402-1523 

事  務  長 眞方 文成 都城市花繰町３３－１教住９棟３０２ 080-6454-1891 

 

 

消防・警察 

消防車・救急車 １１９ 

都城市消防署 

  南消防署 

０９８６－２３－２１２５ 

０９８６－２６－１１０４ 

警察署(緊急) １１０ 

都城警察署 ０９８６－２４－０１１０ 

花繰交番 ０９８６－２３－９９１２ 

 

 

 

施設設備関係 

電気設備 九州電気管理共同組合志摩電気管理事務所 ０９８６－２２－３４８５ 

ガス設備 宮崎ガス ０９８６－３８－７５００ 

水道設備 
四季設備 

アクエア－ 

０９８６－２２－２５６２ 

０９８６－３８－４７７４ 

火災報知器 
つやげん九州 

担当 久木田 

０９８６－２５－２８２８ 

０９０－４７７８－０６２１ 

電  話 (株)白陽 ０９８５－２７－６１３１ 

警  備 
企業警備保障（株）  (本社） 

(都城） 

０９８５－２４－１１１０ 

０９８６－２３－２６４６ 

スズメバチ 坂元養蜂場 ０９８６－３９－１１３７ 

エレベーター (株)宮崎エレベーターサービス ０９８５－２３－２６１６ 

 

県教育委員会 

高校教育課 ０９８５－２６－７０３３ 

義務教育課 ０９８５－２６－７２３９ 

人権同和教育課 ０９８５－２６－７２５２ 

教職員課 ０９８５－２６－７２４０ 

スポーツ振興課 ０９８５－２６－７２４７ 

財務福利課 ０９８５－２６－７２３５ 
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１．学校内における生徒・教職員の事故 

  対応の手順  

 

  事故発生 

 

 

 

  初期対応 

       

  組織編成  状況把握 

 

 

 

  応急処置 

 

 

 

  救急連絡  救急車要請 

        または移送 

        の判断 

 

 

  病院搬送   

 

 

 

 

  状況調査  関係機関 

        との協議 

 

 

  状況報告  緊急 

        職員会議 

 

 

  事後処理   

 

 

 

校内での事故の発生を受報す

る。                                 

                  意識・呼吸・脈拍・出血・  

                  骨折等の部位と程度の確認  

 

受報者は直ちに現場へ行き、必要であれば応援を求める。 

管理職・養護教諭等へ連絡する。 

関係職員による緊急会議       関係機関への連絡  

 

 

 

応急処置・救命措置をまず行う。   止血等の処置及び言葉かけ  

                  心肺蘇生法等        

 

 

救急車要請の電話をする。 

（氏名，年齢，性別，クラス，傷病の程度等） 

保護者・家族へ連絡する。（事故の状況，傷病の程度，搬送先病院等） 

 

 

傷病の程度により，養護教諭・学級担任・部顧問・その他，関係職員 

で病院へ搬送する。 

病院から学校へ状況報告をする。 

（到着時刻，生徒・職員の容態，治療の状況等） 

 

当事者の氏名，年齢，クラス，事故発生場所，時刻，状況，原因，傷 

病の程度，保護者・家族名，保護者・家族との連絡状況等を把握する。 

 

 

副校長（教頭）は校長の判断のもと，死亡等，重要又は緊急を要する

事態のときは職員会議を開き，事態について県教育委員会へ連絡す

る。その他の場合は，調査が終了次第，事故の状況を報告する。 

 

加害者がいる場合は，加害者への対応を行う。 

その他，処理・対応すべき事項 

・事故生徒，教職員への援助  ・報道機関等との対応 

・事故報告書等の作成     ・医療費，保険等の事務 

・再発防止策等の検討 

 留意事項 
 (1) 保護者・家族への連絡は，相手を動揺させることのないよう，事故の状況・傷病の程度・搬送 

   先病院名，保険証持参等，落ち着いて必要な事項を連絡する。 

 (2) 加害者がいる場合は，その保護者・家族に対しても，必ず状況説明の連絡をする。 

   ① 生命にかかわる場合 …………… 被害者の保護者・家族に連絡を取った直後 

   ② 生命にかかわらない場合 ……… 病院から傷病名等の連絡を受けた直後 

 (3) 生命にかかわる事故などの場合には，管理職も病院へ行く。 

 (4) 搬送は，原則として救急車かタクシーを利用する。緊急やむを得ず，自家用車を利用する場合 

   は，交通安全に留意して搬送する。 

 (5) 報道関係者，部外者等への対応は校長(副校長)が行う。 
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学校内生徒事故対応記録 

 

事故者 年  組  番 氏名  性別 男 女 
担任 

氏名 
 

保護者氏名  電話番号 （     ）  － 備考  

 

（相手方が生徒の場合） 

相手方 年  組  番 氏名  性別 男 女 
担任 

氏名 
 

保護者氏名  電話番号 （     ）  － 備考  

  

（相手方が生徒でない場合） 

相手方氏名  年齢 才 性別 男 女 電話番号 (    )  － 

住所  備考  

 

 

事故発生日時  令和  年  月  日（  ）   午前・午後  時  分 

事故発生場所  

発生・傷病状況  

搬送先病院名           病院 電話番号 （     ）   －      

容    体  

対 応 状 況  

家族との連絡  

そ の 他  
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２．学校外における生徒の事故 

 対応の手順  

 

 事故発生   

 連絡受報   

 

 

 

 校内連絡  

 

 

 

 

 状況確認  

 

 

 

 

 

 状況報告 関係機関へ 

     緊急職員会議 

 

 

 

 

 事後処理  

 

校外での事故の発生を受報する。 

クラス・氏名・性別・発生場所・時刻・搬送先病院名，容体等について聞

き取り記録する。連絡者の氏名・住所・電話番号・勤務先等も同時に聞

く。 

 

 

直ちに，校長・副校長・教頭・事務長に連絡する。その後，学級担任・生

徒指導主事等，関係職員に連絡する。必要に応じて会議を開く。 

 

      保護者，関係機関への連絡および報告   

 

学級担任は，事故現場もしくは搬送先病院等へ出向き，見舞うとともに，

事故の状況を聴取する。 

 

    生徒や保護者にとっては異常状態であるので， 

    配慮しながら聴き取る。  

 

生徒指導主事は，事故現場に赴き，現場確認と状況を調査する。 

重大または緊急を要する事態のときは，その旨を校長(副校長・教頭)へ連

絡する。全職員への周知が必要な場合は、緊急の職員会議を開く。 

その他の場合は，見舞および状況確認が終了次第，生徒の状況と保護者の 

状況を県教育委員会へ報告する。 

 

その他、処理・対応すべき事項 

・報道機関との対応     ・事故報告書等の作成 

・負傷生徒への見舞・援助  ・他生徒への安全指導 

 

 

 学校外での生徒の事故対応記録（連絡を受けた時の記録） 

１ クラス （  ）年（  ）組 

２ 氏名  

３ 性別 （ 男 ・ 女 ） 

４ 事故発生場所  

５ 事故発生時刻   月  日     時   分 

６ 事故発生・傷病状況 

 

 

 

７ 搬送先病院 病院名（          ）ＴＥＬ（            ） 

８ 加害者 

氏名（          ）性別（  ）年齢（   ） 

勤務先（           ，ＴＥＬ            ） 

住 所（           ，ＴＥＬ            ） 

９ 保護者との連絡  
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第１報   事故報告ファックス様式 

  

 

            発信者（                 ） 

 

学 校 名 宮崎県立都城泉ケ丘高等学校・附属中学校 

事 故 者 
                   (ふりがな)            性別 

学科名（     ）（   ）学年  氏  名（        ）（  ） 

発 生 日 時 令和   年   月   日   曜日   時   分頃   天候 

事故の種類 
ア 学校管理下   イ 交通事故   ウ 声かけ事案    

エ その他（                             ） 

事故発生場所  

事故発生の状況  

被害・損害の程度 

(児童生徒・相手側) 
 

 

警察への通報等 

 

 

 有 ・ 無 

 

近隣学校への連絡等 

 

 

 有 ・ 無 

 

人権同和教育課 生徒指導・安全担当   

【Fａｘ ０９８５－３２－４４７６】 
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様式第１３号（第４９条関係） 

 

 

 

生 徒 事 故 報 告 書 

                                        文 書 番 号 

                                        年 月  日 

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿 

                                   宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校長・附属中学校長  印 

 

  次のとおり報告します。 

 

生   徒 

氏名 

年齢（性別）     歳（   ） 

課程 

学科 

学年 

保 護 者 

住所 

氏名 

本人との続柄 

事 故 の 概 要 

(1) 事故の種類 

(2) 事故の状況 

  ① 事故発生の日時 

  ② 事故発生場所 

  ③ 事故の程度 

  ④ 事故発生の状況（時系列で） 

  ⑤ 事故発生の原因と問題点 

(3) 事故発生後の学校の措置 

今 後 の 処 置 

(1) 関係者への指導 

(2) 全体的な取り組み 

  ① 指導の現状 

  ② 指導上の課題 

  ③ 今後の対策 

その他参考事項  
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※ 必要に応じて、保護者と学校双方にコミュニケーションを取ることができるコーディネーターを配置 

 

  発 生 

●  

●  

 

 

●  

 

●  

●  

 

詳細調査の実施 

●  

●  

 

●  

 

 

●  

 

 

への移行の判断 

 

●  

●  

●  

●  

●  
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３．学校外における教職員の事故 

対応の手順  

 

 

事故発生の受報 

校 内 連 絡 

 

 

 

指 導 助 言 

責 任 体 制 

 

 

 

 

 

状 況 調 査 

 

 

 

 

状 況 報 告 

 

 

 

 

 
 

事 故 処 理 

●当事者から連絡があった場合 

 

校外での事故の発生を受報する。 

事故の連絡を受けた者は，当事者の氏名，事故発生場所，日時，程度，容

体，事故の程度，相手方について確認し、直ちに，副校長（教頭・事務長

等）に連絡する。→ 校長 

                 

当事者の教職員に対して，誠意と責任をもって事故の処理に対応するよう

指導 

する。重大事故に至った場合，状況の変化があって連絡の必要が生じた場

合，あるいは処理が一応終わった時など適宜連絡するよう伝える。 

相手方が人命に係わる重大事故の場合には，校長（副校長・教頭・事務

長）が，すぐに現場（病院）に出向き，相手方を見舞い状況を把握する。 

 

 

事故処理が完全に終了していない段階では，事故の原因まで言及すること

はできないが，双方の氏名，性別，年齢，発生時刻，場所，その場の状

況・事故発生の状況・双方の負傷の程度・現時点までの対応状況について

はまとめる。 

 

 

副校長（教頭）は校長の判断のもと，死亡等重大または緊急を要する事態

の時は，その旨を県教委に連絡する。その他の場合は，調査が終了次第，

事故の状況を県教委へ報告する。 

 

その他、処理・対応すべき事項 

・報道機関との対応    ・事故報告書等の作成 

・県教委への報告 

※通勤途中の場合は，通勤災害等の事務手続きを行う。 

 

 

 

事故発生の受報 

校 内 連 絡 

 

 

 

状 況 調 査 

 

 

 

状 況 報 告 

 

 

 

 

事 後 処 理 

 

 

●当事者が連絡できない場合の事故の処理 

 

校外での事故の発生を受報する。 

事故の連絡を受けた者は，事故発生場所，状況，負傷の程度，輸送先の病

院等の確認を行い，直ちに，副校長（教頭・事務長等）に連絡する。→ 

校長 

 

現場確認：副校長（教頭）等は発生場所に赴き，発生の状況等を確認す

る。 

容体確認：副校長（教頭）等は輸送病院に見舞い現在の容体を確認する。 

 

事故発生時刻，場所，状況，相手方の氏名，性別，年齢，住所，現在の本

人の容体等について校長へ報告する。 

関係機関への連絡は，校長の判断のもと，副校長（教頭）が行う。 

 

 

その他、処理・対応すべき事項 

・報道機関との対応     ・事故報告書等の作成 

・県教委への報告 

※通勤中の場合は，通勤災害等の事務手続きを行う。 
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教 職 員 事 故 対 応 記 録 

 

職 名  氏 名  年齢 歳 性別 男  女 

住所  
電話番

号 
（    ）  － 

 

相手方氏名  年齢    歳 性別 男 女 備考  

住   所  

損害等程度  

 

事 故 件 名 
 

事故発生日時 
 

事故発生場所 
 

損害等の程度 

 

事故の 

原因状況 

 

搬送先病院 
 

容   体 

 

対 応 状 況 

 

家族との連絡 

 

特 記 事 項 
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様式第２８号（第９２条関係） 

 

 

 

職 員 事 故 報 告 書 

                                        文 書 番 号 

                                        年  月  日 

 

   宮崎県教育委員会教育長 殿 

                       宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校長・附属中学校長  印 

 

  次のとおり報告します。 

 

職   員 
職 氏名                     （年齢    歳） 

主な担当業務 

事 故 の 概 要  

今 後 の 処 置  

その他参考事項  
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４．（１）生徒在校中の火災 

 対応の手順  

 

 火災発生  

 

 

 初期対応  

 

 

 避難通報  

 火災通報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 避難誘導  

 

 

 避難確認  

 

 

 

 

 非常持出  

 

 

 鎮火後処理  

 
 

 

 

 

 

 事情聴取  

  

 

 事後処理  

 

 

発見者は大声で通報するとともに，火災報知器等で火災であることを知らせる。 

警報器作動の場合は，受信器に表示された現場へ行き状況を把握する。 

 

判断により，初期消火および消火活動の応援を依頼し，状況を副校長（教頭）へ通報

する。 

 

火災発生場所を確認後，避難経路・避難場所を明確にし，生徒及び教職員に避難の指 

示を出す。（教職員は生徒を誘導する。） 

同時に消防署（１１９番）へ通報し，消防車・救急車を要請する。 

 

避難誘導班の指示に従い，無言で整然と迅速に避難する。保健室にいる生徒は養護

（助） 

教諭が，身体に障害をもつ生徒等は学級担任または教科担任が非難させる。 

 

担任は避難場所に集合後，直ちに生徒の確認をし，学年主任に報告する。学年主任は

教頭へ報告する（担任 → 学年主任 → 教頭）。確認できない生徒や教職員がいたら

該当者名を教頭へ連絡し，消防署員へ報告する。生徒を静かに待機させる。 

 

 

物品搬出係は，非常搬出が可能な場合は係長の指示に従い，非常持出品の搬出・保管 

に当たる。 

 

鎮火および作業終了後に，直ちに対策委員会を開き対応等について確認・検討をする。 

火災発生前の現場の状況の把握，火気に関する情報の収集を行う。 

 

被災状況の写真撮影 

危険箇所の進入禁止等について 

 

事情聴取には校長（副校長・教頭・事務長）が対応し，他の教職員は校長の要請があ

るまで待機しておく。 

 

その他、処理･対応すべき事項 

・情報の整理      ・県教委への報告    ・報道機関との対応 

・事故報告書等の作成  ・再発防止等の検討 

※生徒在校中に，ガス漏れや不発弾等危険物発見が生じた場合も，火災発生の際に準

じた緊急体制をとる。 

[校内放送] 

・火災場所確認中 

 「ただいま非常ベルが鳴っています。指示があるまで，そのまま待機してくだ 

  さい。」 

・火災場所確定後 

 「ただいま，○○で火災が発生しました。火災場所を避け，速やかに○○へ避 

  難しなさい。」 

[消防署（１１９番）通報] 

 「こちらは泉ヶ丘高校です。校内の○○で火災が発生しました。消防車（救急 

  車）の出動をお願いします。」 

  分かっていれば，次のことも伝える。 

  ※逃げ遅れた人やけが人がいるか。 

  ※何が燃えているか。 
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４．（２）生徒不在時の火災（教職員不在中の火災） 

 対応の手順  

 

 火災発生受報  

 初 期 対 応  

 

 

 

 

 

 

 非 常 出 勤  

 

 

 非 常 持 出  

  

 

 

 鎮火後処理  

 

 

 

 

 

 

 

 事 情 聴 取  

 

 

 事 後 処 理  

 

 

最初に受報した者は，校長・副校長・教頭・事務長へ通報する。 

校 長（篠田）☎０９０－５４７７－２４７６ 

副校長（堀切）☎０９０－８４０２－１５２３ 

教  頭（黒木）☎０９０－２７１７－２２１１ 

教 頭（白羽根）☎０９０－７４７９－５４６４ 

教 頭（大峯）☎０９０－３４１５－７９０４ 

事務長（眞方）☎０８０－６４５４－１８９１ 

                          ※Ｒ５年度版 

教職員は直ちに出勤するよう，緊急連絡網で連絡する。 

 

 

火災の状況により非常持出が可能な場合，出勤した教職員で非常持出品の持出作

業 

を行う。その判断は，消火活動に当たっている消防署の責任者の指導のもと，校

長 

が行う。 

 

鎮火および作業終了後に職員会議を開き，次の事項について確認・協議をする。 

① 前日の戸締り状況 

② ガス・ストーブ等の使用状況 

③ 電気器具等の使用状況 

④ 化学薬品等の使用状況 

⑤ その他，火気に関して気付くこと 

⑥ 今後の対策等について 

 

事情聴取には校長（副校長・教頭・事務長）が対応し，他の教職員は，校長の要

請があるまで待機しておく。 

 

その他、処理･対応すべき事項 

・情報の整理      ・県教委への報告    ・報道機関との対応 

・事故報告書等の作成  ・再発防止等の検討 
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学校火災対応記録 

 緊急会議協議事項等  

 

１．確認事項 

火災発生 

日  時 
令和   年   月   日     （   時   分） 

火災発生 

場  所 
     階         室 

 

２．被災状況 

 

 

３．協議事項 

項   目 協     議     内     容 

前日の戸締り 

の状況 

 

ガス・ストーブ 

等の使用状況 

 

電気器具等の 

使 用 状 況 

 

化学薬品等の 

使 用 状 況 

 

そ の 他 

 

今後の対応 

明日からの 

授業体制 

 

生徒への連絡事 

項および方法 

 

火災事後処理等 

 

 



自衛防災組織編成（令和６年度）

〇自衛防災本部（防災委員会）

本部長 ： 篠田 俊彦（校長）

副本部長：黒木 孝、白羽根 修（高校教頭）大峯 隆史（中学教頭）眞方 文成（事務長）

防災委員：防災担当・教務主任・生徒指導主事・進路指導主事・ＤＸ担当（谷口）・事務主任

（非常通報係）

非常通報班（１２名）：消防署・警察（副本部長）

職員、生徒に放送・連絡（副本部長、防災委員、髙橋由紀子）

避難誘導班（２８名）：避難場所への誘導、人名点呼、救助避難後の生徒指導

班長：渡邊真悟（生徒指導部主任）※学年主任、担任を配置

㊥藏満祐聖、杉田和代、市橋彦司郎 ①坂之下祐輔、西川亮太、丸尾直樹、

工藤道太、上地竜介、蛯原三穂、田川幸史、久保幸太郎 ②井野貴也、

本部長 堀内賢治、東賢二郎、栗原なつき、南畑淳平、野村徹三、田中竜一、有村尚行

③花野平祐、宮地杏美、村田遼、西満紀、久保田悦郎、黒木裕子、黒木豪、

篠田 俊彦 永谷宏幸

安全点検・消火班（１８名）：消火器、消火栓、防火用水、バケツ等を使用し、火

勢抑圧 にあたる。

副本部長 班長：寺前貴志（環境保健部副主任）※担任以外の環境保健部・生徒支援部・事務部

黒木 孝 安藤正純、中園哲也、谷結馬、堺弘太郎、持永大樹、岩崎史、伊東紗枝、深澤

白羽根 修 純子、村上薫、武永和子、増田美朋乃、野口幸恵、剣田ゆきの、佐々谷聖子、

大峯 隆史 常磐井咲也加、ブレンダ、エレクシス

眞方 文成 救 護 班（１５名）：負傷者の応急救護にあたる。

班長：池田敦子 ※養護教諭、担任以外の SSH推進部・教育相談部
泊口悠子、岩本留美、福田寿之、福盛浩一、新垣安朗、立塚揮之、鳥取圭子

今村邦彦、髙林佑馬、下村真一、丸﨑奈美、相良小百合、武田保代、能美弘子

保護者連絡班（３名）：防災メール、ホームページ連絡等

班長：谷口晃（DX担当）、後藤僚太、入佐恭平

搬 出・警 備 班（１６名）

搬出：非常持ち出し物品の搬出及び水損防止にあたる。

搬出班長：根井優維（教務部主任）※担任以外の教務部・魅力開発部

郡司晶子、新地拓也、小牧司、井上泰二郎、山田美紀、天神敬太、

九十九絵美、木佐貫弘志、戸髙慶三、河野与、前田直子

警備：消防隊到着後の火点、水利、進入路などの誘導にあたる。

警備班長：落合正樹（進路指導部主任）※担任以外の進路指導部

東大智、上石直人、津上直子

＜配慮したこと＞

１）防災委員を中心に全職員（非常勤を除く）を一人一役で配置した。

２）担任は避難誘導班に配置し、生徒の安否確認を第一に考え配置した。

◇火 災 発 生 時 の み ※地震だけの場合は、搬出班は生徒誘導。

警備は救助車等が来ない場合は生徒誘導。
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いずみ
会　館

美術室 総合 書道室

セミナー １組 ２組 ３組 ４組
５組 ６組

調理室

WC ７組
中学 セミナー

理科棟 化学室〈中庭〉

義友
会館

校長室 事務室保健室

集
合
場
所

中学３年
中学２年
中学１年
高校３年
高校２年
高校１年

図書館

体育館

駐車場
ハンドボール場

点呼の行い方
＜生徒＞理事　→　担任　→　学年主任　→教頭
　　　　　　　　　　　　　（中学校は教務主任）
　　※報告内容　　出席者　名、欠席者　名

各クラス出席番号で一列
グランド南（陸競）側から高校１、高校２、高校３、中学

グラウンド売店
定時制

A
CB

D E

F

②

①

③

地震時避難経路図

地震

３－１、２ 階段A→経路③へ

３－３、４、５ 階段B→経路①へ

３－６、７ 階段C→経路②へ

２－１、２ 階段A→経路③へ

２－３、４、５ 階段B→経路①へ

２－６、７ 階段C→経路②へ

１－１、２ 階段A→経路③へ

１－３、４、５ 階段B→経路①へ

１－６、７ 階段C→経路②へ

出
席
番
号
１
列

※火災の時は地震時避難経路図を基に火元を避けて避難する。

AED

AEDの設置場所

㊀ 事務室前

㊁ 2階：セミナーB、５組の間通路入口

㊂ 体育職員室（外入り口開けて右）

㊃ 保健室

㊄ 中学３階(2-Ａ前)

担架も置いてあります。㊁㊂㊃
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５．（１）生徒在校中の地震 

 
 

 

 

 

※火災については②（情報収集、判断）へ

※台風・大雨・噴火等の災害時は②へ

教職員（各授業担当者）

○落下物・転倒物・ガラス飛散等から身を守るように指示する。

○安心させるような声かけを続ける、避難口を確保する。

○担当職員（通報・安全消火・誘導・救護）は各安全を確認、準備を行う。　授業者は授業クラス生徒を優先。

【教室】机の下にもぐり、落下物等から身を守る。

【廊下】壁、窓から離れ、ガラスなどの落下物から身を守る。

【体育館・義友・武道場】安全な場所に移動し、天板や天井灯の落下に注意する。

【グランド、外】落下物をさけるために速やかに校舎から離れ中央部分に避難する。

○担当職員（本部）は携帯電話、テレビ、ラジオ、インターネット等で震源地・震度・津波の情報収集。

○速やかな避難指示と避難場所までの安全な誘導（発生時の授業者等）

※職員が先頭で安全な誘導をおこなう

○落下物に対して本や鞄等を使って頭部を守りながら移動することを指示

○空き時間の職員は避難経路に立ち、誘導と負傷者の対応 ○慌てずに落ち着いた移動を促す

○火災が発生している場合は警備班は消防の誘導をおこなう。（担任以外の進路指導部）

本部長（校長判断） 本部長・防災委員集合 本部長・防災委員集合

本部長・副本部長・防災委員が不在の場合はあらかじめ責任者を指名しておく。

③

指

示

特に何もなければ通常の流れ

※吉都線の確認（生徒指導部）

放送を入れ避難を指示する。（防災委員は放送の入れ方を全員確認）

避難場所と安全な移動方法について簡潔に指示。放送出来ない場合はハンドマイク

④

避

難

誘

導

教職員

校内で災害が起こったら（宮崎県立都城泉ヶ丘高校、附属中学校）　　　　

地震発生 火災発生

初

期

対

応

①119番通報（副本部長）

②110番通通報（副本部長）

③消火班　初期消火

④非常持出品の確認

消防による

消火活動

①

 

安

 

全

 

確

 

保

例
（教室にいる場合）机の下にもぐりなさい。机の脚をしっかり持ちなさい。

（教室以外にいる場合）安全な場所に身を隠し、頭部を守りなさい。

生徒

○「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」場所に避難する。

　　　　　　揺れが収まったら放送が入る！誰でも構いません。　　　　放送マニュアルが職員室マイク、事務室マイクにかけてあります。

避難が必要な場合

②

情

報

収

集

・

判

断

本部長（校長）、副本部長（副校長・教頭・事務長）※防災委員会（本部長・副本部長・防災委員）

防災委員（防災担当・教務主任・生徒指導主事・進路指導主事・システム管理主任・学年主任・事務主任(非常通報係）)

※防災委員で授業中の場合は授業生徒を優先

本校の基本的な地震に対する判断の行い方（本部は事務室とする）

とにかく強い揺れを感じたら防災委員は事務室へ

震度４以下 震度５弱、震度５強 震度６弱以上

必要があれば防災委員を

集める。

　　※避難することもあります

本部長・副本部長・防災委員。

       避難する。

※余震・倒壊等に対しての避難

　荒天時の判断は慎重に！

本部長・副本部長・防災委員。

　　　　　　　　　避難する。

※余震・倒壊等に対しての避難

 荒天の判断は慎重に！

本部長の指示で動く。揃わなくても動き出す

放送

只今、地震が発生しましたが、机の

下などに身を隠し、

入り口を確保して次の指示を待って

ください。
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教職員（責任者は中・高生徒指導主事）、担当は各担任

○理事→担任はクラス状況を確認　→学年主任　→　教頭　※報告内容（　年　組、出席者　名、欠席者　名）

学年主任報告後に再度、生徒を確認（けが人等を確認する）

○救護係はけが人の応急手当

生　徒

○避難場所に速やかに整列（出席番号で各クラス一列）、理事は担任に人数を確認して報告。

本部長・防災委員・職員

○今後の対応の検討

生徒状況、被害状況、危険箇所の確認等（クラス担任以外の職員で手分け）

吉都線について→生徒指導主事が確認。地域の道路状況について生徒指導部

防災メールが機能しているかの確認→システム管理主任

電気・電話が機能しているかの確認→事務部主任

本部長、防災委員

○本部で、被害状況を総合的に判断し、授業再開、下校・保護者への引き渡し等を検討

○対応処置について、教育委員会等と協議・検討。

教職員

　 電話での連絡→緊急連絡網（クラス担任）

　 ホームページへのアップ（システム管理部）

本部長、防災委員、職員

○避難所を開設

・避難所は（いずみ会館、体育館、義友会館等）

備蓄品 （簡易トイレ1000個有効期限2028年1月） （ｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ50袋入り４箱　賞味期限2026年6月）

（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾗﾝｽ20袋入り10箱　賞味期限2025年3月22日）（水500ｍl24本入り９箱　賞味期限2024年12月）

○保護者との連絡について

保護者にメール、電話で連絡が付く場合は連絡を取りながら引き渡し

連絡が取れない家庭については学校で待機させる。（いずみ会館、体育館、義友会館）

⑤

安

否

確

認

⑥

災

害

本

部

設

置

⑦

被

害

状

況

の

確

認

本部（避難場所前方）

⑧

事

故

後

の

対

応

⑨

帰

宅

困

難

者

の

対

応

○メールや電話が使用できない場合は検討

・備蓄品はいずみ会館1階事務倉庫に保管

○本校の地震対応について保護者への連絡　→　防災メール（システム主任）

　　　　※避難を行った場合は必ず保護者に防災メールで連絡する。
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５．（２）休日や勤務を要しない日の地震（学校が休みで，周辺地域に被害の発生が予想されるとき） 

 対応の手順  

 

 地震発生  

 

 

 初期対応  

 

 

 

 状況把握  

 

 

 

 

  報 告   

 

 

 緊急対策  

 会  議  

 

 

 

 事後処理 

 

 

 

 

 

校長・副校長・教頭・事務長は出勤し，被害の状況を把握する。出勤途中に地域

周辺の被害状況について把握しておく。 

可能な場合，教職員に出勤を要請する。 

 

各地域の対策本部に問い合わせて，交通機関や道路の状況を把握する。 

連絡網を使って生徒の安否や被災状況を確認する。 

 

生徒へ今後の対応を連絡する。 

 

関係機関に対して被災状況を報告し，併せて今後の対応策についても概略を伝え

ておく。 

 

下記の点についての情報の整理および共有化を図る。 

現在の状況確認，不足している点の情報の収集・方法確認，伝達手段の確保 

緊急避難場所となった場合の学校管理体制 

当面の生徒の措置，出勤不能の職員の措置等 

 

その他，処理･対応すべき事項 

・情報の整理     ・報道機関との対応    ・事故報告書等の作成 

 

 留意事項 

・学校は，緊急避難場所として地域住民が避難してくる場合がある。 

・教職員は，地域の対策本部や救援組織と連携した救助活動が求められる場合がある。 

 

 地震対応記録 

１．地震沈静後の点検事項 

 点  検  項  目 確 認  点  検  項  目 確 認 

１ 火災発生の危険性  ７ 落下物等の散乱による危険性  

２ ガラスのひび割れと落下の危険性  ８ 電気配線等の断線状況  

３ 外壁等の破損落下の危険性  ９ 照明器具落下の危険性  

４ 校舎自体の傾き・危険性  10 水道管・ガス管の破裂等  

５ 校舎内の床の異常や危険性  11 室内の設備，物品等の状況  

６ 校舎内外の敷地のひび割れ  12 出入り口・窓等の開閉の確認  

 

２．緊急対策会議                ３．各市町村災害対策本部との連絡 

 (1) 校内の被災状況確認              都城市役所     ☎ ２３－２１１１ 

 (2) 教職員の被災状況確認             三股町役場     ☎ ５２－１１１１ 

 (3) 生徒の被災状況把握の方法           都城市高城支所   ☎ ５８－２３１１ 

 (4) 情報収集の方法                 〃 高崎支所   ☎ ６２－１１１１ 

 (5) 伝達手段の確保（生徒・職員）          〃 山田支所   ☎ ６４－１１１１ 

 (6) 当面の生徒の措置                〃 山之口支所  ☎ ５７－３１１１ 

 (7) 出勤不能の職員の措置              

 (8) 学校復旧作業の検討               

 (9) その他，必要な活動・対策等           

(10) 緊急避難場所の場合の学校管理体制        
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６．（１）生徒が在校中の風水害・火山災害 

   （周囲の状況並びに気象情報等により，風水害・火山災害発生の恐れが予想される場合） 

 対応の手順  

  

 風水害・火山災害予想 

 

 

 

 初期対応   情報収集 

 

 

 

 臨  時   対応協議 

 職員会議    

 

 

 生徒下校  

 

 

 

 報  告  

 

 

 緊  急  

 対策会議  

 

 

 

 事後処理  

 

 

台風の接近や降水量の増加、火山噴火による降灰など、生徒の登下校の

安全確保に支障が生じる事態が発生する。 

 

 

生徒の通学路や交通機関の安全についての情報を収集する。 

テレビ・ラジオ・インターネット等から気象情報を収集する。 

 

 

情報の整理・確認を行い，生徒の処置（下校時刻，方法，指導事項等） 

について検討する。 

 

 

地域の状況を把握し，保護者との連絡を取るなどして下校時の安全を 

確保する。生徒に対して細心の注意を払い，下校するよう指導する。 

 

 

関係機関への連絡 

 

 

現状の確認，不足する情報収集の方法確認および検討，伝達手段の確保 

緊急避難場所になった場合は学校管理体制，当面の生徒の措置，出勤不 

能の教職員の措置等 

 

 

その他、処理・対応すべき事項 

・情報の整理    ・報道機関等との対応  ・県教委への報告 

・事故報告書等の作成 
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６．（２）休日や勤務を要しない日の風水害・火山災害 

   （周囲の状況並びに気象情報等により，風水害・火山災害発生の恐れが予想される場合） 

対応の手順  

 

 風水害・火山災害予想  

 

 

 

 

 

 初期対応   情報収集 

 

 

 

 

 臨  時   対応協議 

 職員会議    

 

 

 

 

 

 報  告  

 

 

 緊  急  

 対策会議  

 

 

 

 事後処理  

 

 

台風の接近や降水量の増加、火山噴火による降灰など、生徒の登下校の

安全確保に留意すべき事態の発生が予想される。 

校長・副校長・教頭・事務長は，出勤して被害の状況を把握する。可能

な場合は職員に出勤を要請する。 

 

 

安全を確認し，二次災害の防止に努める。 

生徒の通学路や交通機関の安全についての情報を収集する。 

テレビ・ラジオ・インターネット等から気象情報を収集する。 

 

 

情報の整理・確認を行い，生徒の処置（登下校時刻，方法，指導事項等） 

について検討する。自宅待機や臨時休校の措置をとる場合，連絡網等に

より連絡する。 

災害が発生している場合は，保護者と連絡を取るなどして地域の状況を

確認する。 

 

 

関係機関への連絡 

 

 

現状の確認，不足する情報収集の方法確認および検討，伝達手段の確保 

緊急避難場所になった場合は学校管理体制，当面の生徒の措置，出勤不 

能の教職員の措置等 

 

 

その他、処理・対応すべき事項 

・情報の整理    ・報道機関等との対応  ・事故報告書等の作成 

・県教委への報告 
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風水害・火山災害被災時の対応記録 

１ 現在発表されている気象情報等（平成  年  月  日  曜  時  分現在） 

発令されている警報・注意報  

台風情報 

位置（東経   度，北緯   度），気圧（     ｈＰａ） 

 

最大風速（    m/s），進路と速度（    へ毎時   km） 

 

最大接近予想時刻（   月   日    時頃） 

ニュース等から得られる 

今後の予想状況 

 

 

 

 

 

 

 

２ 通学路の状況 

交通機関 

 

風雨や噴火等の 

影響 

 

予想される災害

と 

その場所 

 

 

 

３ 臨時職員会議 

  (1) 現在の状況の確認 

 

  (2) 生徒の措置             

   ① 在校時             ② 在宅時（校長・副校長・教頭・事務長間協議） 

    ア 生徒下校の時期         ア 生徒の措置 

    イ 下校の方法            （臨時休校，始業を遅らせての登校，自宅待機） 

    ウ 下校時の指導事項        イ 教職員の措置（出勤，自宅待機，指定時刻出勤） 

    エ 保護者への連絡         ウ 生徒・保護者への連絡 

                      エ 教職員への連絡 

 

  (3) その他 
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大雨等における対応について

大雨等の対応については、地元自治体から、危険度の高まりに応じて、住民がとるべき行動を

示した｢５段階の警戒レベル｣が発令される。本校の対応については、この｢警戒レベル｣に基づい

て、以下の通りとする。

１ 自分の住んでいる地域や都城市に、避難指示｢警戒レベル４｣以上が出ている場合

→ 学校から指示があるまで自宅待機。

２ 自分の住んでいる地域や都城市に、避難指示｢警戒レベル３｣が出ている場合

→ 授業等実施を原則とし、登校の際は、安全確保に十分注意させる。

※ 上述１及び２の対応については、本校ホ－ムペ－ジ掲載及び防災メ－ルで連絡を行うが、

早朝等の緊急時には、各自、地元自治体から発表される｢警戒レベル｣を確認して、対応を行う

ようにする。

※ 電車通学生においては、大雨によって、電車の運行の遅れや電車の運行停止が考え

られるため、ＪＲの運行状況等について確認させる。

※ 自らの命を守ることを最優先に、自ら判断し、安全を第一に心がけて行動させる。

参考 ｢警戒レベル｣とは、水害、土砂災害等ついて、市町村が出す｢住民が取る

べき行動｣を示したものである。

｢警戒レベル｣は５段階に整理されている。

① ｢警戒レベル｣５ 緊急安全確保

○ 住民が取るべき行動 ｢命の危険 直ちに安全確保｣

② ｢警戒レベル｣４ 避難指示

○ 住民が取るべき行動 ｢危険な場所から全員避難｣

③ ｢警戒レベル｣３ 高齢者等避難

○ 住民が取るべき行動 ｢危険な場所から高齢者等は避難｣

◎ 台風については、別途指示します。
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７．問題行動への対応 

  （１）校内暴力（生徒相互の場合） 

 対応の手順  

 

 暴力発生  

 

 

 

 事情聴取  

 

 

 指  導  

 

 

 保護者への連絡  

 

 

 

 校内連絡  

 

 

 事後処理  

 

 

 

 

暴力行為に関する事案が発生する。（発生と発覚は同時でない場合がある。）

傷害が発生した場合は，校内における生徒の事故と同様の対応をして，以下

の措置をとる。 

 

双方の生徒に事情を聞き，事件に発展するまでの経緯や暴力の事実関係につ 

いて把握をする。 

 

暴力はいかなる場合でも許されない行為であることを指導し，双方の言い分

に対するきめ細かな指導を行う。 

 

事件の全容，学校がとった措置等(事情聴取と指導)について双方の保護者に 

連絡をして，今後の指導について理解と協力をお願いする。誤解や感情のも

つれ等がないよう，配慮した言動をとる。 

 

事件の全容並びに指導の経過等について副校長（教頭）に報告し，全職員に

も今後の指導の協力を要請する。 副校長 → 校長 

 

その他、処理・対応すべき事項 

※状況によっては、校長が判断し関係機関へも連絡する。 

・関係機関等への対応  ・事故報告書等の作成  ・再発防止策等の検討         

［注意］賠償・補償問題については，学校側は関与しない。 

 

 

  （２）校内暴力（対教師暴力） 

 対応の手順  

 

 暴力発生  

 

 

 事情聴取  

 

 

 

 

 

 職員会議  

 

 

 

 保護者連絡  

 

 

 事後処理  

 

 

暴力行為に関する事案が発生する。 

 

 

生徒指導担当(主として生徒指導主事)が当該生徒に対して，教育相談的に事 

情を聴取する。（事情聴取に当たっては，慎重に行う。）当事者の教職員に

ついては，副校長（教頭）が事情を聞く。教職員が病院へ行く必要があると

きは，教職員の校内事故に準じて対応し，その後に事情を聞く。副校長 → 

校長 

 

聴取した事情等から事件の全容を確認し，今後の対応のあり方（生徒への対 

応，職員の留意点）について検討し，全教職員協力して指導に当たっていく 

ことを共通理解する。 

 

事件に至るまでの経緯を含めた全容について知らせ，今後の学校の指導につ 

いての理解を求め，協力を要請する。 

 

その他、処理・対応すべき事項 

※状況によっては、校長が判断し関係機関へも連絡する。 

・関係機関等への対応  ・事故報告書等の作成  ・再発防止策等の検討 

・県教委への報告 

※被害届を出すか否かについては，生徒の人権にも配慮し，校長が判断する。

保護者に対しても十分な説明が必要となる。 
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暴力対応の記録 

 

被害者氏名         (男・女) 生徒の場合 学年・級 保護者名  

住   所  電話番号  

 

 

加害者氏名         (男・女) 生徒の場合 学年・級 保護者名  

住   所  電話番号  

 

事件発生の 

日   時 

 

発生場所 
 

搬送先病院 

及び容体等 

 

事件発生の 

 

原因となっ 

 

た状況 

 

被害者からの聴取内容 加害者からの聴取内容 

  

暴力事件に 

 

 

至った背景 

 

今後の指導 

 

 

について 

 

生徒の場合 

保護者連絡 

 

特記事項 
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 （３）いじめ 

 対応の手順  

 

 いじめ発覚  

 

 

 

 初期対応  

 

 

 

 

 

 

 

 実態調査  

 

 

 

 

 委員会審議  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護者連絡  

 

 

 

 事後処理  

 

 

 

 

 

 

生徒および保護者等からいじめ被害の報告を受ける。 

（アンケート等の集計結果から、いじめの発生を察知する場合もある。） 

 

 

いじめが認められた場合には，生徒指導主事またはいじめ不登校対策委員会の委

員および管理職に速やかに報告する。  

いじめに関する情報を受けた生徒指導主事等は，いじめを認知した場合は，いじ

め不登校対策委員会の関係職員に報告し，情報の共有化を図る。 

速やかにいじめ不登校対策委員会を開き，調査の方針について決定する。 

副校長 → 校長 

 

 

生徒の調査（聴き取り）に当たっては，いじめ不登校対策委員会の職員の他，生

徒にとって望ましい職員を選任する。また，必要に応じて生徒指導部に協力を要

請する。 

 

 

事実関係が把握された時点で，いじめ不登校対策委員会において，指導および支

援の方針を決定する。 

調査の結果で，重大事態であると判断した場合は，校長が県教育委員会へ直ちに

報告する。 

※必要な場合には生徒へのアンケート調査を実施する。 

※専門的な支援などが必要な場合には，県教育委員会および警察署等の関係機関

へ相談する。 

※指導および支援方針の変更等が必要な場合は，随時いじめ不登校対策委員会で

決定する。 

 

 

解決を第一に考え，保護者およびその他の関係者との適時・適切な情報の共有化

を図る。 

 

 

その他、処理・対応すべき事項 

※状況によっては、校長が判断し関係機関へ連絡する。 

・報道機関等への対応  ・事故報告書等の作成  ・再発防止策等の検討 

・県教委への報告 

※いじめの場合は，被害者の保護者がいじめ発生の時点で，警察や教育委員会に 

連絡している場合もある。 

 

 

※いじめの防止・対応に関する具体的方策等については，別冊「県立都城泉ヶ丘高等学校・附属中学校い

じめ防止基本方針」を参照すること。
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いじめ対応の記録 

 氏   名 性 別 クラス 担任氏名 保護者氏名 連絡先電話番号 

被 

 

害 

 

者 

 男・女     

 男・女     

 男・女     

 男・女     

加 

 

害 

 

者 

 男・女     

 男・女     

 男・女     

 男・女     

いじめ発生 

の日時 
 

発生 場所  

いじめ発生 

の原因とな 

った状況 

被害者からの聴取内容 加害者からの聴取内容 

  

いじめに至 

った背景 
 

今後の指導 

の留意点 
 

保護者への 

連絡状況 
 

特記事項  
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いじめの「重大事態」への対応 

宮崎県教育委員会 

Ⅰ 「重大事態」の判断と県教育委員会への第一報 

 

 

 

 

 

 

「いじめ防止対策推進法」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」では、「重大事態」及び「重大事態の判断」を次のように定義しています。今後、

「県教育委員会への第一報の時期」については下のとおり取り扱うこととします。 

「重大事態」とは  「重大事態」の判断の目安  県教育委員会への第一報の時期 

いじめにより当該学校に在籍する児童

等の生命、心身又は財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。（法

第28条第1項第1号より） 

⇒ 

○児童生徒が自殺を企図した場合（例）自死行為（未遂含む） 

○身体に重大な傷害を負った場合（例）骨折、打撲傷、火傷等 

○金品等に重大な被害を被った場合（例）金銭･所持品を脅し取る等 

○精神性の疾患を発症した場合（例）うつ病等の精神疾患等 

⇒ 
学校がその事案を認知したとき

（当日） 

いじめにより当該学校に在籍する児童

等が相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがあると認め

るとき。(法第28条第1項第2号より) 

⇒ 
概ね３０日程度の欠席 

（事案によっては３０日を待たずに判断） 
⇒ 

連続で1週間欠席したと 

き、又は連続ではないものの欠

席日数が７日間になったとき 

児童生徒や保護者からいじめられて重

大事態に至ったという申立てがあった

とき。（基本的な方針より） 

⇒ 
いじめの有無や因果関係とは別に、児童生徒や保護者の申立てがあ

り、上記のいずれかの要件を満たす場合。 
⇒ 

児童生徒や保護者からの 

申立てがあったとき（当日） 

Ⅱ 「重大事態」が発生した際の対応の流れ              Ⅲ 「重大事態」が発生した際の調査 

 

 

 

 

 

 

「重大事態」とは 

県立学校で重大事態が発生時の調査は、県教育委員会が設置し

ている調査委員会が行います。しかし、調査委員会による調査

以前に、学校でも可能な限り詳細な調査を行い、再発防止につ

なげる必要があります。 

Ⅳ 再発防止策の策定・報告 

 

 

 

 

 

 

学校においていじめが発生した場合、重大事態か否かにかかわ

らず、事実を明らかにし、再発防止に努める必要があります。 

 

 

  

判断及び県教委への第一報のポイント 
○ いずれの事案においても判断のポイントは｢重大事態に該当するかもしれないという疑いがあると認めるとき｣ 

○ 判断は客観的・多面的に行う 

○ 疑われる事案が「重大事態」か否かの判断は、学校からの第一報をもとに県教育委員会と協議する。 

重大事態に該当するとわずかでも考えられる事案・判断に迷う事案については県教育委員会への第一報を速やかに 

調査のポイント 

○ ｢いつから｣｢誰から｣｢どのような行為が行われたのか｣を明確に 

○ 事実にしっかりと向き合うこと 

○ いじめの被害者やその保護者の心情に寄り添うこと 

○ 資料等は過去の分も含め、全て整理・保管すること 

再発防止策の策定・報告のポイント 

○ 再発防止策は、学校の基本方針の見直しも含め、いじめ防止

に向けた日常的な取組まで含める。 

○ 重大事態発生時には再発防止策について発生から１か月以内

に県教育委員会へ報告 

【相談・報告窓口】県教育庁 人権同和教育課 生徒指導・安全担当 TEL0985-26-7238 FAX0985-32-4476 
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 （４）盗 難 

対応の手順  

 

 盗難発生  

 

 

 初期対応  

 

 

 

 

 

 状況調査  

 

 

 

 

 保護者連絡 

警察署への連絡 

 

 

 

 状況報告  

 

 

 

 事後処理  

 

 

 

盗難に関する事案発生の報告を受ける。 

 

 

報告を受けた教職員は，生徒の場合には，生徒指導主事に教職員の場合は，教頭 

と生徒指導主事に連絡する。教頭 → 副校長 → 校長 

（盗難にあった物品，あるいは金銭の場合は金額，さらにその時間帯，場所およ 

び保管方法等の状況について） 

 ※学校の備品等が盗難にあった場合は，事務長にも連絡する。 

 

生徒指導部を中心に盗難の状況を調査し，被害状況を把握する。全教職員にも報 

告し，協力を依頼する。（学校の備品等が盗難にあった場合は，事務長もしくは 

事務主任も調査に加わる。） 

 

 

被害者が生徒の場合は、保護者に連絡し事件の経緯について知らせ，今後の学校

の対応についての理解を求め，協力を要請する。 

盗難の状況によっては，被害状況をまとめた上，警察署に連絡する。 

 

 

盗難にあった物品の数量・金額，あるいは金銭の場合は，金額等について，その 

時間帯・場所および保管方法等の状況等について取りまとめる。 

 

 

その他、処理・対応すべき事項 

※状況によっては、校長が判断し関係機関（県教委等）へも連絡する。 

・関係機関等への対応  ・事故報告書等の作成  ・再発防止策等の検討 

（全校集会・職員会議を開くなどして，生徒や職員に再発防止のための注意を 

 促す。） 

 

  

留意事項 

 （予防措置に付いての指導もする） 

 ① 所持品への記名を徹底する。 

 ② 自転等の施錠（ダブルロック）を徹底する。 

 ③ 貴重品袋を活用するなど、貴重品の管理を徹底し、学校に不要な物を持ち込まない。 

 ④ 店内で買い物をする際に、安易にカバン・サブバッグ類を放置しない。 

 ⑤ 教職員は，職員室の机の中などに金銭類を保管したまま帰宅しない。 
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